
湯河原町新庁舎整備基本構想策定業務委託 

提案書評価基準 

 

１ 趣旨 

  この基準は、湯河原町新庁舎整備基本構想策定業務委託に係る公募型プロポー

ザルにおける提案書提出事業者のうちから、最も有利な者を選定するため、必要

な事項を定めるものとする。 

 

２ 事業者選定方法 

  事業者が提出した提案書及びプレゼンテーション等の内容について、業務費用上

限額内の見積価格で提案した者のうち、湯河原町新庁舎整備基本構想策定業務委託

事業者選考委員会委員（以下「選考委員会」という。）が「３ 評価方法」に定め

る評価方法に基づき評価し、総評価点が最も高い提案者を優先交渉事業者として選

定する。ただし、「４ 最低基準点」に定める最低基準点未満の者を除く。 

  なお、最高得点者が複数となった場合には、見積価格がより安価である者の提

案を採用することとし、当該見積価格も同額である場合には、選考委員会の委員

の合議により優先交渉事業者を選定する。 

 

３ 評価方法 

  選考委員会の委員は、別表「湯河原町新庁舎整備基本構想策定業務委託事業者

の選定に係る評価基準表」に基づき、事業者ごとの評価点を算出し、各委員の評

価点の合計を総評価点とする。 

  なお、算出した際に小数点以下の数値が生じた場合には、小数点以下第１位で

四捨五入するものとする。 

 (1) 提案評価点 

       評価項目の配点は、次のとおりとする。 

段階 提案の評価状態 
配  点 

１５点 １０点 ５点 

Ａ 非常に優れた提案 １５点 １０点 ５点 

Ｂ 優れた提案 １２点 ８点 ４点 

Ｃ 標準的な提案 ９点 ６点 ３点 

Ｄ やや低い水準の提案 ６点 ４点 ２点 

Ｅ 低い水準の提案 ３点 ２点 １点 

 (2) 価格評価 

    価格評価は、次の方法で算出する。 

    価格評価点＝提案者中の最小提案価格÷提案者の提案価格×20 点 

    なお、計算結果により小数点以下の数値が生じた場合は、切り捨てるものと

する。 

 

４ 最低基準点 

  各委員の点数の平均点が、提案評価点の満点の６割以上の点を最低基準点とする。 
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別表 

  湯河原町新庁舎整備基本構想策定業務委託事業者の選定に係る評価基準表  

審査項目 評価項目 評価ポイント 配点 

企業評価（業

務履行能力） 

同種・類似業務実

績 

受託者として同種・類似業務の豊富

な経験、実績があるか。 

10 
配置技術者の業務

実績 

業務に従事する技術者は、豊富な経

験・実績を有しているか。 

提案書 本業務全体に対す

る実施方針や取組

体制 

業務内容の趣旨や町の課題を十分に

理解し、解決に向けた具体的な方針

が示されているか。 

160 
本業務の工程計画 各業務単位に工程が区分され、円滑

に業務遂行できる適切な工程計画と

なっているか。 

各業務項目に関す

る具体提案 

より良い基本構想策定のための工夫

など 

プ レ ゼ ン テ

ーション 

説明能力 ポイントをおさえた分かりやすい説

明や質疑応答への的確な対応がなさ

れているか。 

10 

価格 見積額 見積額（税込）について相対的に評

価する。全提案者中の最低見積額を

満点の20とし、その割合で按分して

評価 

20 

合   計 200 

 


